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重要取組シート 

取組項目 保健福祉総合相談体制の構築 

現状・課題 

・住民が抱える課題が多様化・複雑化する中で、高齢者、障害者、子ども・子育て

世帯、生活困窮者など、従来の世代や属性ごとに区切られた相談体制では、複合

課題への対応が困難となっているため、区役所内のどの保健福祉窓口に相談して

も必要な支援につながるよう、関係機関が連携しチームとして支援体制を構築す

る必要がある。 

・「堺市基本計画 2025」において、「複合的な課題に対して、どの福祉関係機関の

窓口に相談しても必要な支援につながるよう、関係機関がチームとして支援する

体制を構築する」ことや、「多様化・複雑化している課題に対応するための専門

職の養成とスキルアップ、分野を横断する支援ネットワークの強化に取り組む」

ことが必要であるとしている。 

・南区基本計画において、局行政による施策・事業を、区行政により横断的に最適

化して展開し、区役所内を横断して相談や生活のサポート等に取り組む旨を明記

した。 

取 組 の 

内  容 

・南区役所内保健福祉関係機関の連携強化 

・南区役所内保健福祉関係機関や地域包括支援センター等による情報共有・スキル

アップの手法の検討・調整 

・「（仮称）南区保健福祉連携会議」の設置・運営 

・複合課題を有する区民の支援プランの策定 

・本取組を通じ、泉北ニュータウン地域におけるスマートシティの推進にも寄与す

る。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ 生活援護課長、子育て支援課長、保健センター所次長の地域福祉課参事（健康

長寿推進担当）兼務、地域福祉課に企画・健康長寿推進担当主幹の配置（4月） 

中期 

（～11月） 

□ 高齢者支援ネットワーク会議の開催（8月） 

□ 「（仮称）南区保健福祉連携会議」要綱案の検討（～9月） 

□ 複合課題を有する区民の支援プランの策定方法の検討（～9月） 

□ 「（仮称）南区保健福祉連携会議」要綱の策定（10月） 

□ 「（仮称）南区保健福祉連携会議」の設置（10月） 

□ 「（仮称）南区保健福祉連携会議」の開催（10月～） 

□ 複合課題を有する区民の支援プランの策定方法の調整（～11月） 

後期 

（～3月） 

□ 「（仮称）南区保健福祉連携会議」の開催（～3月） 

□ 複合課題を有する区民の支援プランの策定方法の確定（～1月） 

□ 複合課題を有する区民の支援プランの策定開始（2月～） 

次年度 

以降 

□ （仮称）南区保健福祉連携会議の開催 

□ 複合課題を有する区民の支援プランの策定・見直し 

□ 南保健福祉総合センター内での積極的なジョブローテーションの実施 
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進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

□ 生活援護課長、子育て支援課長、保健センター所次長の地域福祉課参事（健康

長寿推進担当）兼務、地域福祉課に企画・健康長寿推進担当主幹の配置（4月） 

中期 

（～11月） 

□ 「（仮称）南区保健福祉連携会議」要綱案の検討（～9月） 

□ 複合課題を有する区民の支援プランの策定方法の検討（～9月） 

□ 南区保健福祉連携会議設置要綱の策定（10月） 

□ 南区保健福祉連携会議の設置（10月） 

□ 南区保健福祉連携会議の開催（10月～） 

□ 複合課題を有する区民の支援プランの策定方法の調整（～12月） 

後期 

（～3月） 

□ 南区保健福祉連携会議の開催（～3月） 

□ 「南区保健福祉総合相談体制運用マニュアル」作成（1月） 

□ 南区保健福祉総合相談体制の運用開始（2月～） 

堺
市
基
本
計
画 

２
０
２
５ 

該当する 

施策 
2－（3）市民の参加と協働による地域福祉の充実 

寄与する 

KPI 

様々な人や団体の参画により活性化された地域福祉活動の

件数［現在値：180件（2019年度）］ 

目標値（2025年度） 

340件 

未
来
都
市
計
画 

堺 
市 
S 
D 
G 
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最も貢献する 

SDGsのゴール 

ゴール番号 
すべての人に健康と福祉を 

3 

寄与する 

KPI 

健康寿命 

［現在値：男性71.46年、女性73.60年（2016年）］ 

目標値（2023年） 

男性：73.20年 

女性：76.20年 

 


